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もりトピ

時日時　内内容　場場所　対対象　定定員　申申込・申請　講講師　￥費用　保一時保育　持持ち物　備備考　注注意事項　提提出
配配布　問問い合わせ　℡電話番号　7フリーダイヤル　FAXファクス　 メール　HPホームページ　※無料の場合は掲載を省略しています。

　平日、仕事などで忙しい人や、病気・失業などで市税
を納付できない人は利用してください。

夜間　4月 28日（木）19:30 まで
休日　4月 24日（日）10:00~15:00
場納税課（市役所１号別館２階）
℡ 06-6992-1852~1854
注来庁時は、夜間休日出入口（正面玄関側）を利用してく
　ださい。
　 車で来庁した人を対象に、相談時間帯のみ臨時駐車場
を夜間休日出入口（正面玄関側）の前に設置しています
が、駐車台数に限りがありますので、ご協力をお願い
します。

市税の夜間・休日
納付相談

利
を
証
す
る
書
類（
賃
貸
借
契

約
書
の
写
し
な
ど
）

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　
縦
覧
と
は
、
市
内
に
土
地
か
家

屋
を
所
有
す
る
固
定
資
産
税
の
納

税
義
務
者
が
、
自
己
の
土
地
ま
た

は
家
屋
の
価
格
と
ほ
か
の
土
地
ま

た
は
家
屋
の
価
格
を
比
較
し
て
、

こ
れ
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か
を

確
認
す
る
制
度
で
す
。

対 

納
税
義
務
者
、
納
税
義
務
者
の

納
税
管
理
人
ま
た
は
納
税
義
務

者
の
委
任
状
を
持
つ
代
理
人
な

ど
期
間
　
４
月
１
日（
金
）〜
５
月
31

日（
火
）（
土
・
日
・
祝
日
は
除
く
）

時
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
30
分

場
市
役
所
１
号
別
館
２
階

　 

課
税
課（
①
番
窓
口
）

持 

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
証
、
前
年
度
の
納
税

通
知
書
な
ど
）

問
課
税
課
・
土
地
係
・
家
屋
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

税
管
理
人（
納
税
義
務
者
本
人
に

代
わ
り
、
納
税
に
関
す
る
一
切
の

手
続
き﹇
書
類
の
受
領
、
納
税
や

還
付
金
の
受
領
な
ど
﹈を
行
う
人
）

を
選
定
し
、
課
税
課
・
土
地
係
ま

た
は
家
屋
係
ま
で
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

　
帰
国
に
よ
り
納
税
義
務
者
本
人

が
納
税
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
、

す
み
や
か
に
納
税
管
理
人
の
取
り

消
し
を
忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

　
納
税
管
理
人
の
選
定
が
な
い

と
、
納
税
通
知
書
は
海
外
ま
で
送

達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

や
む
を
え
ず
公
示
送
達（
市
役
所

の
掲
示
場
に
一
定
期
間
公
示
す
る

こ
と
で
、
書
類
が
送
達
さ
れ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
る
制
度
）を
行
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
納
税
管
理
人
は
、
必
ず
選
定
す

る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
・
土
地
係
・
家
屋
係

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

対 

納
税
義
務
者
、
納
税
義
務
者
の

納
税
管
理
人
ま
た
は
納
税
義
務

者
の
委
任
状
を
持
つ
代
理
人
や

借
地
借
家
人
な
ど
の
関
係
者

期
間
　
４
月
１
日（
金
）か
ら

　　
　
（
土
・
日
・
祝
日
は
除
く
）

時
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
30
分

場
市
役
所
１
号
別
館
２
階

　 
課
税
課（
①
番
窓
口
）

手
数
料
　
縦
覧
期
間
中
は
無
料

持 

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、

健
康
保
険
証
、
前
年
度
の
納
税

通
知
書
な
ど
）

備 

新
年
度
の
納
税
通
知
書
に
添
付

の「
課
税
明
細
書
」で
も
課
税
内

容
が
確
認
で
き
ま
す
。
借
地
借

家
人
な
ど
の
関
係
者
は
、
本
人

確
認
書
類
と
併
せ
て
、
そ
の
権

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日（
賦
課
期
日
）現
在
に
、
固
定
資

産（
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
）の

所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
市
外
に
転
出
し
て
も
、
市
内
に

固
定
資
産
を
所
有
し
て
い
る
場
合

は
、
引
き
続
き
課
税
対
象
と
な
り

ま
す
。

　
た
だ
し
、
海
外
へ
の
転
勤
な
ど

で
家
族
全
員
が
国
外
に
転
出
し
て

い
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
納

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

ご
存
じ
で
す
か

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

〜
転
居
し
た
と
き
〜

納税者
（共有者含）

納税者と
同居の親族 納税管理人 借地人

・借家人

納税者から
の委任状な
どを持参の
人

閲
覧 ○ ○ ○ ○ ○

縦
覧 ○ ○ ○ × ○

注▽閲覧または縦覧の申請者は、本人確認ができるものが必要です。
　▽同居の親族が申請するときは、納税者との関係が確認できるも
　　のが必要です。
　▽納税者が法人の場合は、法人の代表者または受任者であること
　　を証するもの (委任状など )が必要です。
　▽借地人や借家人は、賃貸借契約書など地上権そのほかの権利の
　　成立および有効性を証する書類が必要です。
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くらし安全・安心子育て教育 健康 福祉 保険 税

　
平
成
１９
年
１
月
１
日
以
前
に
建

築
し
た
住
宅
で
、
一
定
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合

（
貸
家
住
宅
を
除
く
）、改
修
工
事

が
完
了
し
た
翌
年
度（
１
年
間
）に

つ
い
て
、
固
定
資
産
税
を
３
分
の

１
減
額
し
ま
す
。

注�

減
額
対
象
の
床
面
積
は
１００
㎡
ま

で
で
す
。
税
制
改
正
に
よ
り
内

容
に
変
更
が
生
じ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

対
象
要
件

▽
こ
れ
ま
で
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

　
に
お
け
る
固
定
資
産
税
減
額
措

　
置
を
受
け
て
い
な
い

▽
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
費
用
の
自

　
己
負
担
額
が
５０
万
円
以
上

▽
次
の
い
ず
れ
か
の
改
修
工
事
を

　
行
っ
て
い
る

①
廊
下
の
拡
幅

②
階
段
の
こ
う
配
を
緩
和

③
浴
室
改
良

④
便
所
改
良

⑤
手
す
り
の
取
り
付
け

⑥
屋
内
の
段
差
解
消

⑦�

出
入
口
の
戸
の
改
良

　
（
引
き
戸
へ
の
取
り
替
え
な
ど
）

⑧
床
の
材
質
の
改
良

▽
次
の
い
ず
れ
か
の
人
が
居
住
し

　
て
い
る

①
６５
歳
以
上

②
要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認

　
定
を
受
け
て
い
る

③
障
が
い
者
手
帳
を
交
付
さ
れ
て

　
い
る

手
続
き

　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
完
了

日
か
ら
お
お
む
ね
３
ヵ
月
以
内

に
、
住
宅
所
有
者
が
固
定
資
産
税

減
額
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
付

し
、
課
税
課
・
家
屋
係
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

持▽�

納
税
義
務
者
の
住
民
票
の
写
し

（
市
内
在
住
者
は
不
要
）

▽
領
収
書
の
写
し
な
ど

▽
工
事
明
細
書
、
設
計
書
の
写
し

　
な
ど

▽
次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
、
該
当

　
す
る
も
の

①�

６５
歳
以
上
の
人
が
住
ん
で
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の（
住

民
票
な
ど
の
写
し
）

②�

要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認

定
を
証
す
る
書
類（
介
護
保
険

の
被
保
険
者
証
な
ど
の
写
し
）

③
障
が
い
者
手
帳
な
ど
の
写
し

問
課
税
課
・
家
屋
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

　
平
成
２８
年
２
月
に
保
険
料
を
年

金
か
ら
天
引
き
す
る
特
別
徴
収
で

納
付
し
て
い
た
人
は
、
平
成
２８
年

４
月・６
月・８
月
も
同
額
を
特
別

徴
収（
仮
徴
収
）し
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
２７
年
度
に
普
通
徴

収（
納
付
書
や
口
座
振
替
）で
納
付

し
て
い
て
、
新
た
に
４
月
か
ら
特

別
徴
収
に
変
更
と
な
る
人
は
、
平

成
２７
年
度
保
険
料
の
２
ヵ
月
相
当

分
を
平
成
２８
年
４
月・６
月・８
月

の
そ
れ
ぞ
れ
の
月
か
ら
特
別
徴
収

し
ま
す
。
該
当
者
に
は
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
特
別
徴
収
仮
徴

収
額
通
知
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
７
月
に
平
成
２８
年
度
後

期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
額
を
決

定
す
る
た
め
、
特
別
徴
収
し
た
保

険
料
を
調
整
し
た
う
え
で
、
改
め

て
通
知
し
ま
す
。

問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
２
５

　

現
在
使
用
中
の
薬
を
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
更
し
た
場

合
、
一
定
の
効
果
が
見
込
ま
れ
る

人
を
対
象
に
、
ど
の
く
ら
い
薬
代

を
安
価
に
で
き
る
か
を
試
算
し
た

「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
利
用
促

進
の
お
知
ら
せ
」を
送
付
し
て
い

ま
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
、

新
薬
の
特
許
が
切
れ
た
後
に
同
じ

有
効
成
分
で
作
ら
れ
る
も
の
で
、

新
薬
と
同
じ
効
能
・
効
果
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
新
薬
よ
り
安
価
で

購
入
で
き
る
た
め
、
医
療
保
険
財

政
の
負
担
軽
減
に
も
つ
な
が
り
ま

す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切

り
替
え
を
希
望
す
る
場
合
は
、
同

封
の「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希

望
シ
ー
ル
」を
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
に
貼
り
付
け
、
病
院
や

薬
局
な
ど
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

注�

使
用
中
の
薬
や
症
状
に
よ
り
、

新
薬
し
か
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
。
医
師
ま
た
は
薬
剤
師
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課
・
給
付
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

仮
徴
収

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の

利
用
促
進

国民健康保険料夜間・休日納付相談

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

～
住
宅
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
工
事
～

　平日や昼間、仕事などで忙しい人は利用してください。

夜間　4月 4日（月）・5日（火）・7日（木）・8日（金）・１8日（月）・
　　　１９日（火）・２１日（木）・２２日（金）いずれも １９：30まで
休日　4月１0日（日）・２4日（日）１0：00～ １5：00
場保険収納課、保険課（市役所本館１階）
℡ 06－6９９２－１538、１53２、１545
注�来庁時は、夜間休日受付出入口（正面玄関側）を利用してく
ださい。

　�車で来庁した人を対象に、相談時間帯のみ臨時駐車場を夜
間休日受付出入口（正面玄関側）の前に設置していますが、駐
車台数に限りがありますので、ご協力をお願いします。

　現在、納期限までに納付している人との公平性・公正性を保
つため、法令に基づき差押処分をより一層強化しています。
　保険料の滞納がある場合は早めに相談してください。
� 問保険収納課　℡ 06－6９９２－１538

もりトピ
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平成２7年度

5割 １世帯当りの所得≦33万円＋
（２6万円×被保険者数）

２割 １世帯当りの所得≦33万円＋
（47万円×被保険者数）

平成２8年度

5割 １世帯当りの所得≦33万円＋
（２6.5万円×被保険者数）

２割 １世帯当りの所得≦33万円＋
　　　　　　　（48万円×被保険者数)

変更

もりトピ

時日時　内内容　場場所　対対象　定定員　申申込・申請　講講師　￥費用　保一時保育　持持ち物　備備考　注注意事項　提提出
配配布　問問い合わせ　℡電話番号　7フリーダイヤル　FAXファクス　 メール　HPホームページ　※無料の場合は掲載を省略しています。

　「障害者差別解消法」とは、障がいを理
由とする差別の解消の推進に関する法律
で、４月１日（金）に施行されます。
　国連の「障害者の権利に関する条約」
の締結に向けた国内法制度の整備の一環
として、全ての国民が障がいの有無で分
け隔てられることなく、相互に人格と個
性を尊重しあいながら共生する社会の実
現につなげることを目的としています。

問障害福祉課
℡06－6９９２－１635

問保険課 ℡06－6９９２－１6２5

平成28年４月１日
「障害者差別解消法」が

施行

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

人
間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
の助成

国民健康保険料および後期高齢者医
療保険料にかかる応益割を軽減する

所得判定基準の変更

国
民
健
康
保
険
料
の

賦
課
限
度
額
の
変
更

　
市
民
の
皆
さ
ん
に
対
し
、
保
険

課
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら「
還
付

金
が
発
生
し
て
い
る
」と
コ
ン
ビ

ニ
な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導
し
、
預

金
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
電
話
が

頻
発
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
還
付
金
な
ど
の
手
続

き
で
市
民
の
皆
さ
ん
に
直
接
電
話

を
か
け
た
り
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を

お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。

　

こ
う
い
っ
た
不
審
な
電
話
が

あ
っ
た
場
合
は
、
絶
対
に
手
続
き

に
応
じ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
保
険
課
・
給
付
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

　
４
月
１
日（
金
）か
ら
、
市
民
税

課
税
世
帯
に
お
け
る
入
院
時
の
食

事
代
が
、
１
食
あ
た
り
３６０
円
に
変

更
し
ま
す
。

注�

市
民
税
課
税
世
帯
の
う
ち
、
国

が
指
定
す
る
難
病
や
小
児
慢
性

特
定
疾
病
の
患
者
な
ど
は
、
変

更
あ
り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
保
険
課
・
給
付
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
が
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た

場
合
、
１
回
分（
２
万
６
千
円
が

上
限
）の
受
診
費
用
が
助
成
さ
れ

ま
す
。

対
平
成
２８
年
４
月
１
日
～
同
２９
年

　
３
月
３１
日
に
受
診
し
た
人

持�

被
保
険
者
証
、
印
か
ん
、
振
込

先
の
口
座
情
報
が
わ
か
る
も

の
、
領
収
書
の
コ
ピ
ー
、
検
査

結
果
通
知
書
の
コ
ピ
ー

問�

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
・
給
付
課

℡�

０
６
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１

申
・
問
保
険
課
・
給
付
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

　平成２8年度の国民健康保険料および後期高齢
者医療保険料にかかる応益割を軽減する所得判定
基準を変更します（下表）。
　これにより、保険料の軽減を受けることができ
る対象世帯が広がり、低所得層の世帯の保険料負
担の軽減を図ることができます。

　
平
成
２８
年
度
の
国
民
健
康
保
険

料
の
賦
課
限
度
額
を
下
表
の
と
お

り
変
更
し
ま
す
。

　

限
度
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と

で
、
一
部
の
世
帯
は
保
険
料
負
担

が
増
す
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ

の
結
果
、
中
間
所
得
者
層
以
下
の

世
帯
の
保
険
料
負
担
の
緩
和
を

図
っ
て
い
く
も
の
で
す
。

問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
２
５

還
付
金
詐
欺
に
注
意

入
院
時
の
食
事
代
が
変
更

区分
賦課限度額 比較

（② - ①）平成２8年度② 平成２7年度①

医療分 54万円 5２万円 ２万円

後期高齢者
支援金分 １９万円 １7万円 ２万円

介護納付金分 １6万円 １6万円 ―

合計 8９万円 85万円 4万円
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安全・安心子育て教育 福祉 保険 税くらし 健康

交通アクセス
大阪市営地下鉄谷町線「守口駅」３番出口より
徒歩２分

　生活困窮者自立支援事業とは、生活全般にわたる悩みや困りごと
の相談を受けて、自立した生活を送ることができるようにさまざま
な支援を行う事業です。
対▽�「働きたいのに仕事が見つからない」「仕事を急に解雇され家賃

が払えない」「家族の生活や将来のことが不安」など生活に困窮
している

　▽�将来的に生活に困窮す
るおそれがあり、自立
した生活を送ることが
難しい

問�くらしサポートセンター
守口
相談日時　月曜日～金曜日
９:00～１7:30（土・日・祝日
年末年始を除く）
場�京阪本通２－１－５
　京阪川口ビル４階
70800－２00－80１１

　
６５
歳
以
上
の
人（
第
１
号
被
保

険
者
）の
介
護
保
険
料
は
、
前
年

分
の
所
得
に
応
じ
て
決
定
し
ま
す

が
、
平
成
２８
年
度
市
民
税
課
税
状

況（
平
成
２７
年
分
所
得
）が
確
定
す

る
ま
で
は
、
平
成
２７
年
度
市
民
税

課
税
状
況（
平
成
２６
年
分
所
得
）で

仮
算
定
し
ま
す
。

　
７
月
中
旬
に
平
成
２８
年
度
市
民

税
課
税
状
況（
平
成
２７
年
分
所
得
）

に
基
づ
い
て
年
間
保
険
料
を
決
定

（
本
算
定
）し
、改
め
て
通
知
し
ま

す
。

保
険
料
額
・
納
付
方
法

▽�

普
通
徴
収（
保
険
料
を
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付
）

　
４
月
～
６
月
分
の
保
険
料
は
、

平
成
２７
年
度
市
民
税
課
税
状
況
を

も
と
に
算
定
し
、
４
月
中
旬
に
通

知
し
ま
す
。

▽�

特
別
徴
収（
保
険
料
を
年
金
か

ら
天
引
き
）

　
平
成
２８
年
２
月
に
保
険
料
を
特

別
徴
収
で
納
付
し
て
い
た
人
の
平

成
２８
年
４
月・６
月・８
月
の
保
険

料
額
は
、
平
成
２８
年
２
月
に
特
別

徴
収
し
た
金
額
と
原
則
同
額
に
な

る
た
め
通
知
書（
仮
算
定
）の
発
送

は
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
平
成
２７
年
度
に
普
通
徴
収
で
納

付
し
て
い
て
、
新
た
に
４
月
か
ら

特
別
徴
収
す
る
人
は
、
平
成
２８
年

４
月・６
月・８
月
の
徴
収
額
は
、

平
成
２７
年
度
年
額
保
険
料
の
２
ヵ

月
相
当
額
を
特
別
徴
収
し
ま
す
。

保
険
料
は
忘
れ
ず
に
納
付
を

　
介
護
保
険
制
度
は
皆
さ
ん
に
納

め
て
い
た
だ
く
保
険
料
と
、
国
な

ど
の
補
助
金
で
運
営
さ
れ
て
い
ま

す
。
保
険
料
は
必
ず
期
限
内
に
納

め
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
を
納
付
書
で
納
め
て
い
る

人
は
…

　
納
め
忘
れ
が
な
い
よ
う
、
便
利

な
口
座
振
替
を
利
用
し
て
く
だ
さ

い
。

　
最
寄
り
の
金
融
機
関
で
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

持�

口
座
振
替
依
頼
書
、介
護
保
険

料
の
納
付
書
、預
貯
金
通
帳
、印

か
ん（
通
帳
届
出
印
）

備�

口
座
振
替
依
頼
書
は
、
平
成
２８

年
度
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知

書（
仮
算
定
）に
同
封
し
て
い
ま

す
。

問
く
す
の
き
広
域
連
合
本
部

℡�

０
６
・
６
９
９
５
・
１
５
１
６

問�

く
す
の
き
広
域
連
合
守
口
支
所

（
高
齢
介
護
課
内
）

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
２
１
８
０

平
成
２８
年
度
介
護
保
険
料
額

決
定
通
知
書（
仮
算
定
）

中央コミュニティセンター

もりトピ
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もりトピ

時日時　内内容　場場所　対対象　定定員　申申込・申請　講講師　￥費用　保一時保育　持持ち物　備備考　注注意事項　提提出
配配布　問問い合わせ　℡電話番号　7フリーダイヤル　FAXファクス　 メール　HPホームページ　※無料の場合は掲載を省略しています。

　
市
で
は
、
市
内
在
住
の
お
お
む

ね
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
に
対
し
、

次
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

緊
急
通
報
機
器
貸
与

内�

一
人
暮
ら
し
で
虚
弱
の
た
め
常

時
注
意
が
必
要
な
人
に
、
緊
急

通
報
装
置（
写
真
）を
貸
与

¥�

機
器
の
利
用
料
は
無
料
。
電
話

基
本
料
・
通
話
料
は
自
己
負
担

設
置
条
件　
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ア
ナ
ロ
グ
回

線
。
そ
れ
以
外
は
承
諾
書
を
提
出

す
る
こ
と
で
設
置
可
能

注�

市
外
局
番
０５０
か
ら
始
ま
る
Ｉ
Ｐ

電
話
、
公
衆
電
話
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ

ホ
ー
ム
プ
ラ
ス
電
話
・
携
帯
電

話
は
設
置
不
可

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
係

る
さ
ま
ざ
ま
な
苦
情
・
相
談
を
弁

護
士
が
伺
い
ま
す
。

時�

毎
月
第
２
水
曜
日

�

午
後
２
時
～
４
時

場
市
役
所
１
号
別
館
市
民
相
談
室

相
談
時
間　
１
時
間
以
内

注�

電
話
ま
た
は
窓
口
で
要
事
前
予

約
　
こ
の
ほ
か
、
く
す
の
き
広
域
連

合（
本
部
・
支
所
）で
も
、
介
護
保

険
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

申�・
問
く
す
の
き
広
域
連
合
総
務

課（
市
民
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

℡�

０
６
・
６
９
９
５
・
１
５
１
６

申�・
問
く
す
の
き
広
域
連
合
守
口

支
所（
高
齢
介
護
課
内
）

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
２
１
８
０

寝
具
乾
燥
サ
ー
ビ
ス（
無
料
）

注�

虚
弱
な
一
人
暮
ら
し
の
人
、
ま

た
は
高
齢
者
の
み
の
世
帯（
い

ず
れ
も
虚
弱
）の
寝
具
を
水
洗

い
・
乾
燥

利
用
回
数　
年
４
回
以
内

外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス（
無
料
）

内�

要
介
護
認
定
が
４
以
上
で
寝
た

き
り
、
ま
た
は
車
い
す
常
用
者

が
医
療
機
関
に
受
診
す
る
場
合

な
ど
に
、
リ
フ
ト
付
車
輌
お
よ

び
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
装
置
ワ
ゴ

ン
車
で
、
住
居
と
医
療
機
関
な

ど
の
間
を
送
迎

注
生
活
保
護
受
給
者
は
除
く
。

利
用
回
数　
１
回
３
時
間
以
内
で

�

１
日
２
回
、
年
間
２０
回
ま
で

利
用
条
件　
付
添
人
が
１
人
必
要

日
常
生
活
用
具
給
付

内�

寝
た
き
り
状
態
、
ま
た
は
認
知

症
で
一
人
暮
ら
し
の
人
に
、
日

常
生
活
用
具
を
給
付

給
付
品
目　
電
磁
調
理
器
、
火
災

�

報
知
器
、
自
動
消
火
器

利
用
条
件　
生
活
保
護
受
給
者

�

ま
た
は
市
民
税
非
課
税
者

問
高
齢
介
護
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
１
０

　広報もりぐち４月号に挟み
込みをしている「平成２8年度
守口市健康カレンダー」は保
存版です。
　１年間の健康診査などにつ
いて記載していますので、必
ず保存してください。
問市民保健センター
℡06－6９９２－２２１7

高
齢
者
の生活

支
援
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
険
苦
情
相
談

菊
水・佐
太
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
利
用
案
内

捨てずに保存を！！

守
口
保
健
所
の
各
種
相
談

内容 とき 費用 予約 連絡先
HIV 検査（匿名可）
梅毒・クラミジアの同時検査可

第 ２月曜日・第 4月曜日
（祝日を除く）１0:00～１１:00 無料

（注1）
不要

地域保健課
℡06︲6９９3︲3１3２、3１33

肝炎ウイルス検査 第 ２月曜日・第 4月曜日
（祝日を除く）１１:00～１１:30 検査日の前週金曜日

までに要電話予約風しん抗体検査（注2） 第 １月曜日・第 3月曜日
（祝日を除く）１0:00～１１:00 無料

こころの健康相談 詳しくは問い合わせください 要予約

水質検査、検便・ぎょう虫検査 毎週火曜日
（祝日を除く）��９:30～１１:30

有料
（注3） 問い合わせください 衛生課℡06︲6９９3︲3１34

（注１）有料の場合もあり　（注２）対象は、妊娠を希望する女性とその配偶者、または妊娠している女性の配偶者　（注３）検査容器は保健所で用意

対
６０
歳
以
上
の
市
内
在
住
者

利
用
時
間　
午
前
９
時
～

�

午
後
５
時
１５
分

持�

住
所
・
年
齢
を
確
認
で
き
る
も

の（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険

証
な
ど
）

注�

団
体
利
用
の
場
合
は
、
１
ヵ
月

前
ま
で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。

備�

日
曜
日
・
祝
日（
敬
老
の
日
は

除
く
）、年
末
年
始（
１２
月
２９
日

～
１
月
３
日
）は
休
館

問
菊
水
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

℡�
０
６
・
６
９
９
２
・
７
６
２
２

問
佐
太
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

℡�

０
６
・
６
９
０
１
・
５
７
４
８

健
康
の
増
進
、
教
養
の
向
上
、
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
利
用
し
ま
せ

ん
か
。
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税保険福祉安全・安心子育て教育 健康くらし

　
狂
犬
病
予
防
注
射（
毎
年
１
回
）

と
犬
の
登
録（
犬
の
生
涯
に
１
回
）

は
、法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
狂
犬
病
は
、
発
病
す
る
と
ほ
ぼ

１００
％
死
亡
す
る
、
極
め
て
危
険
な

感
染
症
で
す
。
国
内
で
の
狂
犬
病

の
発
生
防
止
に
は
、
犬
の
登
録
と

予
防
注
射
を
確
実
に
行
う
こ
と
が

必
要
で
す
。

　
期
間
中
に
、
必
ず
近
く
の
会
場

で
予
防
注
射
、
犬
の
登
録
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　
他
市
で
登
録
し
た
犬
が
転
入
し

た
場
合
は
、
犬
鑑
札
を
持
参
し
、

市
民
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
集
合

予
防
注
射
実
施
会
場
に
届
け
出
て

く
だ
さ
い（
死
亡
し
た
場
合
も
届

け
出
が
必
要
）。

実
施
期
間　

　
４
月
１１
日（
月
）～
２３
日（
土
）

�
雨
天
決
行（
１７
日（
日
）は
除
く
）

対�

生
後
９１
日
以
上
の
犬

　

�

（
室
内
犬
、
小
型
犬
も
含
む
）

接
種
場
所　
表
１

備�

会
場
地
図
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

持�

す
で
に
守
口
市
で
登
録
済
み
の

場
合
は
、
狂
犬
病
予
防
注
射
実

施
案
内
書（
封
書
）

¥�

▽
注
射
料
金
＝
３
千
２５０
円

　

�（
狂
犬
病
予
防
注
射
料
金
＝
２

千
７００
円
、
狂
犬
病
予
防
注
射
済

票
交
付
手
数
料
＝
５５０
円
）

　
▽
登
録
手
数
料
＝
３
千
円

注�

釣
り
銭
が
い
ら
な
い
よ
う
、
ご

協
力
お
願
い
し
ま
す
。

　

�

注
射
会
場
や
道
路
で
の
飼
い
犬

の
ふ
ん
な
ど
は
、
必
ず
飼
い
主

が
後
始
末
を
し
て
く
だ
さ
い
。

備�

都
合
の
悪
い
人
は
、
委
託
動
物

病
院（
表
２
）で
も
同
様
に
犬
鑑

札
・
注
射
済
票
を
発
行
で
き
ま

す（
再
交
付
・
転
入
の
手
続
き

は
不
可
）。

問
市
民
保
健
セ
ン
タ
ー

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
２
２
１
７

狂
犬
病
予
防
注
射
と犬の

登
録

4月健康相談 問市民保健センター　℡ 06－6992－2217

表１
月 日 １0：00～１１：30 １3：30～１6：00

4

１１ （月） 日吉公園
（日吉町 ２丁目 １１番付近）

八雲西公園
（八雲西町 １丁目 3９番付近）

１２ （火） 平代うさぎ公園
（平代町 １１番付近）

南寺方北通 ２丁目児童公園
（南寺方北通 ２丁目 １９番付近）

１3 （水） 松月公園
（松月町 4番付近）

八雲公園
（八雲西町 4丁目 １6番付近）

１4 （木） 橋波公園
（西郷通 １丁目 4番付近）

佐太中央公園
（佐太中町 6丁目 6番付近）

１5 （金） 藤田南公園
（藤田町 5丁目 １3番付近）

大久保公園
（大久保町 4丁目 ２番付近）

１6 （土） 大日南公園
（大日東町 ２8番付近）

１8 （月） 東町 １丁目第 ２児童公園
（東町 １丁目 5番付近）

大久保西公園
（大久保町 １丁目 3番付近）

１９ （火） 佐太第 １東公園
（佐太東町 １丁目 １番付近）

大日東公園
（大日町 3丁目 35番付近）

２0 （水） 八雲東公園
（八雲東町 ２丁目 3９番付近）

金田町 ２丁目児童公園
（金田町 ２丁目 45番付近）

２１ （木） 南寺方公園
（南寺方東通 ２丁目 ２番付近）

大枝公園（テニスコート側）
（松下町 １番付近）

２２ （金） 大宮南公園
（大宮通 4丁目 6番付近）

土居公園
（梅園町 4番付近）

２3 （土） 大宮公園(市民保健センター裏）
（大宮通 １丁目 １3番付近）

注日、祝日は必ず確認してください（昨年と一部変更あり）。

表 2
病院名 住所 ℡

（市外局番 06）
岡部動物病院 八雲中町 １-１5-7 6９06-5１4１

奥田動物病院 大枝北町 １0-4 6９９6-１９65

きんだ動物病院 金田町 6-２１-１7 6９00-１0１１

京阪動物病院 金田町 １-5９-１２ 6９00-１55１

さわべ動物病院 南寺方南通 ２-4-２１ 6９９4-7２２0

大日いぬねこ病院 大日東町 35-１4 6９04-5677

バーニー動物病院 馬場町 １-4-１6 6９９7-36１２

まねき猫ホスピタル 八島町 １-１5　コラウーペ八島 １階 6９９8-3808

守口パナシア動物病院 大宮通 3-１6-6 6９９8-64９4
注電話番号のかけ間違いに注意してください。

名称 とき 受付時間 場所

市民一般健康相談
6日（水）・１3日（水）

１4:00～１5:00
市民保健センター

２0日(水） 東部コミュニティセンター
２7日（水） 佐太老人福祉センター

歯科健康相談 １0日(日)・２4日(日) １0:00～１１:30 歯科休日応急診療所
（市民保健センター １階）

おくすりに関する健康相談 6日(水) １4:00～１5:00
市民保健センターぜんそく健康相談

保健師による総合相談 常時開設（土・日・祝日を除く）
℡ 06-6９９3-２0９8 ９:00～１7:00

もりトピ
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時日時　内内容　場場所　対対象　定定員　申申込・申請　講講師　￥費用　保一時保育　持持ち物　備備考　注注意事項　提提出
配配布　問問い合わせ　℡電話番号　7フリーダイヤル　FAXファクス　 メール　HPホームページ　※無料の場合は掲載を省略しています。

4 月乳幼児健康診査・相談など 問市民保健センター　℡ 06－6992－2217
注対象者や事業内容については健康カレンダーをご覧ください。
　�4ヵ月児・１歳 6ヵ月児・２歳児歯科・3歳 6ヵ月児健診について
は、案内を送付します。

　�駐車場は有料です。駐車台数に限りがありますので、なるべく
ほかの交通機関を利用してください。

　離乳食講習会、両親教室は要電話予約
持 �案内状、母子健康手帳、健康保険証、歯ブラシ（4ヵ月児健診は除
く )

ＢＣＧ予防接種について
対１歳の誕生日の前日まで
備できるだけ生後５ヵ月～８ヵ月の間に接種しましょう。
注 �発熱や疾患にかかっている、または予防接種や外傷によるケロ
イドがあるなどで、予防接種を受けられないことがあります。

　ほかの予防接種途中の人は、かかりつけ医に相談してください。
持 �母子健康手帳

名称 とき 受付時間 場所

4ヵ月児健診

5日（火）・１９日（火）

�９:30～１0:30

市民保健センター

１4日（木） 東部コミュニティ
センター

２8日（木） 庭窪コミュニティ
センター

１歳6ヵ月児健診 7日（木）・２１日（木）
１3:00～１4:00

市民保健センター　

２歳児歯科健診 １日（金）・１5日（金）
3歳6ヵ月児健診 8日（金）・２２日（金）
離乳食講習会（前期） ２0日（水） １3:00～１3:30
育児相談 １3日（水） １3:30～１4:00

両親教室火曜日版
前編１９日（火）
後編２6日（火）

注 �前編のみ妊婦歯
科健診実施

１3:00～１3:１5

乳児後期健康診査
（�受診票にて無料�）

4ヵ月児健診において受診票をお渡しします。
生後 ９ヵ月～１歳未満の間に府内委託医療機関で受診

ＢＣＧ予防接種 6日（水）・２7日（水） １3:30～１4:30 市民保健センター

麻
し
ん
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１
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し
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、
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２
期
と
も
各
１
回

対
▽
１
期
＝
１
歳
児

　

�

▽
２
期
＝
平
成
２２
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成
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療
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。
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受
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予
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接
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は
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接
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を

医療機関名 所在地 ℡（市外局番06） 医療機関名 所在地 ℡（市外局番06）
（医)秋田医院 東町１ 6９03-3050 中村医院 大庭町１ 6９08-0037
秋山医院 松月町 6９９１-２7１0 中村たかクリニック 外島町 6９９3-5770
（医)天野医院 八雲西町２ 6９９２-２3２6 西山外科 松月町 6９９4-7860
石井内科医院 梶町４ 6９07-37１２ 博多医院 寺方本通４ 6９９3-404１
（医)井上医院 土居町３ 6９９１-２９3１ 菱田医院 南寺方中通１ 6９９１-２87２
内田診療所 東光町１ 6９９２-２780 ふさおかこどもクリニック 日向町 6９９１-１6１１
大槻医院 高瀬町５ 6９９１-3576 （医)袋井医院 南寺方中通３ 6９９5-２086
岡井医院 竹町 6９９１-4１１９ 藤井医院 京阪本通２ 6９９１-06１3
（医)貴和会　奥田医院 高瀬町５ 6９９8-67９3 （医)松尾医院 春日町 6９９7-56９3
（医)小野山診療所 本町２ 6９９１-0385 （医)水谷クリニック 八雲北町３ 6９９２-3333
かじうらクリニック 大日町３ 6９0１-２９９5 （医)中村医院 京阪本通２ 6９９１-１647
北川クリニック 京阪本通２ 6９９3-0366 村杉医院 豊秀町２ 6９９２-3376
北原医院 大久保町４ 6９0２-36２3 （医)博愛会　守口診療所 東光町１ 6９９２-１08１
木下クリニック 八雲中町２ 6９03-１07２ （医)誠心会　森口医院 大枝西町 6９９１-05９3
（医)塩見クリニック 金田町１ 6９0１-7733 （医）慈恩会　森脇クリニック 南寺方東通３ 6９９5-7700
白井医院 西郷通１ 6９９１-3２９0 （医)山中クリニック 佐太東町２ 6９05-２２55
（医)すがの診療所 菊水通２ 6９９6-3９7１ 吉岡医院 京阪北本通 6９９１-２85９
(医)杉島医院 大枝北町 6９９１-２９86 よしなかクリニック 京阪本通２ 6９９１-6２76
（医)髙井クリニック 金田町５ 6９１6-8000 （医)創健会　賴内科胃腸科 滝井元町１ 6９９１-63１１
たしろクリニック 八雲北町２ 6９９7-50２0 （社医)弘道会　守口生野記念病院 佐太中町６ 6９06-１１00
田中医院 菊水通１ 6９９２-777１ 松下記念病院 外島町 6９９２-１２3１
戸田診療所 八雲東町２ 6９0９-１3１8
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税保険福祉安全・安心子育て教育 健康くらし

使用区分 資格1 資格2 備考
合葬 50,000円 直接、合葬室に埋蔵します。
合葬+個別安置 100,000円 125,000円 骨つぼに納めた状態で10年間安置した後、合葬室に埋蔵します。
合葬+記名 150,000円 200,000円 虹の丘の名板に氏名などを刻字し、直接合葬室に埋蔵します。
合葬+個別安置+記名 200,000円 275,000円 虹の丘の名板に氏名などを刻字し、骨つぼに納めた状態で10年間安

置後、合葬室に埋蔵します。

　
肺
炎
は
日
本
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の
死
因
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で
、
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亡
く
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る
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す
。
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こ
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防
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軽
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け
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。
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療
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療
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実
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期
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４
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１
日（
金
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�
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成
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年
３
月
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日（
金
）
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１
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再
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と
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率
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し
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２
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象
者
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う
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活
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護
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帯

の
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、
本
人
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額
を
全
額
免

除
し
ま
す
。
接
種
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に
必
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料
接
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券
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続
き
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、

市
民
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
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福
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っ
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く
だ
さ
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。
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。
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ま
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。
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れ
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療
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２
２
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４
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１
日︵
金
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～

飯盛霊園だより
合葬墓「虹の丘」（合葬式墓地）

問飯盛霊園組合
℡０７4３－７８－１１９５

　このお墓は、同組合が管理を行う合葬式のもので、単身者や承継者のいない夫婦も、
安心してご自分の将来のための予約をすることができます。
申込資格
　資格１　守口、門真、大東、四條畷市民、飯盛霊園の墓所使用者
　資格２　上記以外の人（個別安置、記名が割増）
申  ･問合葬墓「虹の丘」使用許可申請書（同組合、コミュニティ推進課で配布）に必要書類
を添えて、郵送または持参で同組合（〒575－0012四條畷市大字下田原448）

表１

①

昭和26年4月2日～昭和27年4月1日生の人
昭和21年4月2日～昭和22年4月1日生の人
昭和16年4月2日～昭和17年4月1日生の人
昭和11年4月2日～昭和12年4月1日生の人
昭和��6年4月2日～昭和��7年4月1日生の人
大正15年4月2日～昭和��2年4月1日生の人
大正10年4月2日～大正11年4月1日生の人
大正��5年4月2日～大正��6年4月1日生の人

②
満60歳以上65歳未満の人で、心臓、じん臓、もしくは呼吸器の機能またはヒト
免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のいずれかにおいて身体障害者手帳1級
もしくは1級相当の人

表２
対象者 必要書類

表１の①に該当する人 「高齢者肺炎球菌のご案内」（市から4月中に発送）
健康保険証など（年齢確認のため）

表１の②に該当する、
60歳以上65歳未満の人 身体障害者手帳の写しまたは診断書
上記該当者のうち
生活保護世帯の人 上記の書類に加え「無料接種券」

もりトピ

このお墓は、同組合が管理を行う合葬式のもので、単身者や承継者のいない夫婦も、

合葬墓「虹の丘」使用許可申請書（同組合、コミュニティ推進課で配布）に必要書類
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